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受動喫煙対策の自治体への影響評価 

 
研究分担者 姜 英  産業医科大学 産業生態科学研究所 講師 

 
研究要旨：  
 本研究では、改正健康増進法の施行前後の敷地内禁煙の導入の実態、その効果及び継続効果を評価

することを目的に、159 自治体について調査を行った。その結果、改正健康増進法の施行後はすべて建

物内全面禁煙となった。また、特定屋外喫煙所を設けない敷地内全面禁煙を実施した自治体が法改正

前の 13.8%から 35.8%に増加したが、2021 年度末で 37.7%にとどまった。11 団体の 14 箇所の特定屋

外喫煙場所は、新型コロナウイルスの影響で一時的に閉鎖されたが、1 箇所は再開し、10 箇所は今後

再開する予定であった。また、議会棟・フロアについては、喫煙専用室が設置可能な第二種施設と分類

されたこともあり、議会棟・フロアを敷地内全面禁煙または建物内全面禁煙とした自治体の割合も

82.4%にとどまった。タバコを販売する割合は、特定屋外喫煙場所を残している自治体（70.7%）が敷

地内全面禁煙の自治体（41.7%）より有意に高いことが分かった（P<0.001）。 
改正健康増進法の施行により、自治体の敷地内・建物内全面禁煙を促進する効果があったことが認

められた。今後、更なる効果を得られるため、議会部分を含め、特定屋外喫煙場所を残さない「敷地内

全面禁煙」を施行する健康増進法の再改正が必要である。 
 

Ａ. 研究目的 
 わが国において平成 22（2010）年 2 月、厚生

労働省健康局長より発出された「受動喫煙防止

対策について」（健発 0225 第 2 号）では、「少な

くとも官公庁と医療機関は全面禁煙とすべき」

と述べられた。その後、平成 24（2012）年 10

月には「徹底」に関する再通知もあり、地方自治

体では喫煙室を廃し、建物内を全面禁煙とする

自治体が増え始めたが、喫煙室を残している自

治体も多かった。 

2018 年 7 月 25 日「健康増進法の一部を改正

する法律」（改正健康増進法）が公布され、2019

年 1 月 24 日に屋外における受動喫煙の配慮義

務、同年 7 月 1 日より「多数の者が利用する施

設等における喫煙の禁止等」として、「第一種施

設（学校、病院、児童福祉施設等、国及び地方公

共団体の行政機関の庁舎）」では「敷地内禁煙」

とされた。そのため、すべての自治体の 100%の

行政機関の庁舎（以下、一般庁舎）が「建物内全

面禁煙」となり、一部の団体では議会部分と屋

外でも喫煙を禁止する「敷地内全面禁煙」が実

施された。 

本研究は健康増進法の改正による自治体の

「建物内全面禁煙」「敷地内全面禁煙」の状況を

調査し、その継続効果を評価することを目的と

した。 

 

Ｂ．研究方法 
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 主要な 121 地方自治体（47 都道府県庁、46 道

府県庁所在市、23 東京特別区、5 政令市*）に新

たに中核市または中核市の候補市である 45 団

体を加えて、合計 166 自治体に調査票を郵送し、

以下の内容を調べた。 

 建物内・敷地内全面禁煙の実施状況 

 警察本部（都道府県）と消防局（都道府県を

除く）の建物内・敷地内全面禁煙の実施状

況 

 特定屋外喫煙場所を設置している場合、コ

ロナの影響で閉鎖している状況及び今後再

開する予定の有無                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 勤務時間内の喫煙制限の実施状況 

 本庁舎内でタバコの販売状況と今後販売中

止の予定の有無 

 職員の喫煙率（男女別と全職員） 

 

さらに、初めて厚生労働省などの官公庁の 47

団体にも同様な調査を行い、敷地内全面禁煙ま

たは建物内全面禁煙（特定屋外喫煙場所の設置）

について郵送で調査票を用いて調べた。 

 
*道府県庁所在市 15 政令市を除く 5 政令市 

（川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市） 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、人を対象とする研究ではないため、

該当しない。 

 

Ｃ．研究結果 

 全国の主要な地方自治体 166 団体の一般庁舎

は改正健康増進法の施行前後で屋内喫煙室（黒

い部分）はゼロになり、法律で求められている

敷地内全面禁煙を実施したのは 22団体(13.8％）

から 57 団体（35.8％）に増え、2022 年度は 64

団体（38.6%）に増えた。その一方で、102 団体

（64.2％）の一般庁舎には特定屋外喫煙場所が

設置されていることが分かった（図 1）。 

 
図 1. 改正健康増進法が施行された前後の 

受動喫煙対策状況の変化（第一種施

設） 
 

2022 年度の喫煙対策の変化は以下の通りで

ある。 

 岐阜県：2023年 1月の新庁舎に移転に伴い、

同年 3 月より一般庁舎と議会棟・フロアが敷

地内全面禁煙 

 千代田区：2021 年 11 月に特定屋外喫煙場所

を廃止し、一般庁舎と議会フロアが敷地内全

面禁煙 

 葛飾区：新型コロナの影響で一時的に閉鎖し

た特定屋外喫煙場所 2 箇所を 2022 年 6 月に

再開 

 長崎市：新庁舎に移転に伴い、議会フロアが

全面禁煙 

 三重県：警察本部は 2019 年 7 月に敷地内全

面禁煙後、2022 年 4 月に屋外喫煙場所再設

置 

 

一方、一般庁舎、議会棟・フロア、警察本部、

消防局の禁煙実施状況の変化（2021 年度→2022
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年度）を図 2 に示す。一般庁舎、議会棟・フロ

ア、消防局が敷地内全面禁煙の団体は全体の 4

割未満で、対策が遅れていることが分かった。

特に第二種施設に分類された議会棟・フロアは

建物内に喫煙場所が残っており（17.6％）、2021

年度から 2022 年までの 1 年間の変化もなかっ

た。 

一方、警察本部の敷地内禁煙は一番進んでい

るが、6 割弱にとどまっている。 

 
図 2. 一般庁舎、議会棟・フロア、警察本部、 

消防局の禁煙実施状況の変化 
（2021 年度から 2022 年度） 

 

一般庁舎におけるタバコの販売状況は、166

自治体のうち、タバコの販売を行っていない自

治体は 66 団体（39.8％）、売店・コンビニ・自

動販売機などで販売を行っている自治体は 100

団体（60.2％）であった。 

敷地内全面禁煙の 64 団体のうち、タバコの販

売を行っている団体は 30 団体（46.9％）に対し

て、特定屋外喫煙場所がある 102 団体のうちタ

バコの販売を行っている自治体は 70 団体

（68.6％）で、統計的に有意に高く（P<0.01）、

特定屋外喫煙場所を残している自治体はタバコ

を販売する割合が高いことが分かった（表 1）。 

 
表 1. 166 自治体の敷地内禁煙の実施状況と 
一般庁舎のタバコの販売状況（2022 年度） 

 
厚生労働省などの官公庁の 47 団体に同様に、

敷地内全面禁煙または建物内全面禁煙（特定屋

外喫煙場所の設置）の調査について、回答が得

られた 31 団体（66.0%）のうち管理権限を有し

ているのは 19 団体であった。19 団体のうち、

敷地内全面禁煙を実施したのは厚生労働省、厚

生労働省中央労働委員会、環境省、気象庁の 4 団

体（21.1%）で、残りの 15 団体（78.9%）は特

定屋外喫煙場所を設置していた。 

 

Ｄ．考察 

 健康増進法の改正によって自治体の一般庁舎

における喫煙対策が進んでいる一方、議会棟・

フロアの禁煙化が遅れていることが分かった。

その理由は、国会や地方議会を喫煙専用室の設

置が可能な第二種施設として分類されたためで

ある。現在はまだ 29 団体（17.5%）が建物内に

喫煙場所を残しているため、受動喫煙対策とし

て不十分である。 
 また、官公庁でも敷地内全面禁煙を実施して

いる団体はまだ少ないことが分かった。 
 敷地内全面禁煙を実施・決定した後、近隣の

公園やコンビニエンスストアなどの商業施設等

で喫煙することが問題となり、屋外や屋上に喫

煙場所を設置（逆行）した自治体が発生した。こ

のような事態を回避するためには、「敷地内全面

禁煙」を実施する前に職員の禁煙外来を受診さ

せること、敷地周囲での喫煙を予め禁止してお

くなどのルールづくりが必要であると考えられ

た。 
 
Ｅ．結論 



28 
 

 改正健康増進法の施行により、地方公共団体

の一般庁舎の建物内は 100%禁煙化され、敷地内

禁煙を促進する効果があったが、その後の 3 年

間で大きな進捗は見られなかった。今後、公務

職場では議会部分を含めて特定屋外喫煙場所を

残さない「敷地内全面禁煙」とする世論の醸成

が必要である。 
 
 
F．研究発表 
１．論文発表 
なし 
 
２．学会発表 
1) 姜英、大和浩. 改正健康増進法による地方公

共団体の建物内・敷地内禁煙化. 第 22 回タバ

コと死の五重奏研究会. 2022 年 5 月. オンラ

イン開催 
2) 姜英、朝長諒、山根崇弘、大和浩、片野田耕

太. 自治体の受動喫煙対策の 14 年間の変遷. 
第 32回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総

会. 2022 年 2 月. 福岡県小倉市 
 
３．その他 
1) 大和浩、姜英、朝長諒. リフレット「自治体・

職域における喫煙対策を推進するための資料

～改正健康増進法の全面施行の効果～」. 2023
年 2 月. 

 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
 本研究で知的財産権に該当するものはなかっ

た。 
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自治体・職域における喫煙対策を推進するための資料 

〜改正健康増進法の全面施行の効果〜 

 

岡山県 敷地内全面禁煙実施施設の認定証（ステッカー） 
 
【内容】 
改正健康増進法全面施行の効果－全国自治体の禁煙実施状況の変化...........................1  
資料 1：官公庁の一般庁舎における禁煙実施状況..........................................3  
  資料 2：都道府県庁の建物内禁煙の経時変化、平成 19(2007) ～ 令和 4(2022)年度................9 
  資料 3：都道府県庁、道府県庁所在市、23 特別区、政令市、中核市（候補市を含む）の禁煙状

況...10 
資料 4：大阪府、兵庫県の受動喫煙防止条例.............................................14 
 資料 5：岡山県の敷地内全面禁煙実施施設の認定.........................................20 
 
 
 
 

令和 5 年(2023)年 2 月 15 日作成 

産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 
教 授：大和 浩 講 師：姜 英   助 教：朝長  諒
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改正健康増進法全面施行の効果－全国自治体の禁煙実施状況の変化  
  
 2018 年 7 月に公布された健康増進法の一部を改正する法律（以下、改正健康増進法）が、  

①2019 年 1 月に屋外や家庭など、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮  
②2019 年 7 月に第一種施設（学校・病院・行政機関等）における敷地内禁煙  
③2020 年 4 月に第二種施設（上記以外の施設）における原則屋内禁煙 
の三段階に分けて全面施行された（図 1）1)。  

義務違反には、指導、勧告、命令、公表、罰則（過料）の対象となる。  

 

図 1. 改正健康増進法の体系（厚生労働省 HP 健康・医療「受動喫煙対策」より） 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊青文字、赤枠を追加   
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改正法の施行に関し、平成 31(2019)年 2 月 22 日、厚生労働省健康局長通知として「『健康増進法の一

部を改正する法律』の施行について（受動喫煙対策）」が発出された 2)。  

第一種施設の特定屋外喫煙場所については、図 2 のように記載されている。  
 

 
図 2. 第一種施設における特定屋外喫煙場所  

  
  
今年度は厚生労働省などの官公庁 3)の 47 団体に同様に、敷地内全面禁煙または建物内全面禁煙（特

定屋外喫煙場所の設置）について調査を行った。回答が得られた 31 団体（66.0%）のうち管理権限を有

しているのは 18 団体であった。18 団体のうち、敷地内全面禁煙を実施したのは厚生労働省、厚生労働省

中央労働委員会、気象庁の 3 団体（16.7%）で、残りの 15 団体（83.3%）は特定屋外喫煙場所を設置し

ていた。  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

＊赤枠を追加   
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資料 1. 官公庁の一般庁舎における禁煙実施状況（2023 年 2 月 15
日時点） 
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自治体の一般庁舎の受動喫煙対策の実態について、改正健康増進法の施行前（2019 年度）、施行後（2020
年度）、現時点（2022 年度）の変化を図 3 に示す。なお、2022 年度は中核市候補市として新たに 7 団体

を追加し、計 166 団体を調査対象とした。 
改正健康増進法の施行前後で屋内喫煙室（黒い部分）はゼロになり、法律で求められている敷地内全面

禁煙を実施したのは 22 団体(13.8％）から 57 団体（35.8％）に増え、2022 年度は 65 団体（39.2%）に

増えた。その一方で、101 団体（60.8％）の一般庁舎には特定屋外喫煙場所が設置されていることが分か

った。 

 

図 3. 改正健康増進法が施行された前後の受動喫煙対策状況の変化（第一種施設） 

2022 年度の喫煙対策の変化は以下の通りである。 
 岐阜県：2023 年 1 月の新庁舎に移転に伴い、同年 3 月より一般庁舎と議会が敷地内全面禁煙 
 長崎県：2023 年 4 月より一般庁舎の敷地内全面禁煙が決定 
 千代田区：2021 年 11 月に特定屋外喫煙場所を廃止し、一般庁舎と議会が敷地内全面禁煙 
 葛飾区：新型コロナの影響で一時的に閉鎖した特定屋外喫煙場所 2 箇所を 2022 年 6 月に再開 
 長崎市：新庁舎に移転に伴い、議会フロアが全面禁煙 
 三重県：警察本部は 2019 年 7 月に敷地内全面禁煙後、2022 年 4 月に屋外喫煙場所再設置 
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一般庁舎、議会棟・フロア、警察本部、消防局の禁煙実施状況の変化（2021 年度→2022 年度）を図

4 に示す（資料 2 より）。一般庁舎、議会棟・フロア、消防局が敷地内全面禁煙の団体は全体の 4 割未

満で、対策が遅れていることが分かった。特に第二種施設に分類された議会棟・フロアは建物内に喫煙

場所が残っており（17.6％）、2021 年度から 2022 年までの 1 年間の変化もなかった。 
一方、警察本部の敷地内禁煙は一番進んでいるが、6 割弱にとどまっている。 
 

 

図 4．一般庁舎、議会棟・フロア、警察本部、消防局の禁煙実施状況の変化 
（2021 年度から 2022 年度） 

一般庁舎におけるタバコの販売状況は、166 自治体のうち、タバコの販売を行っていない自治体は 66
団体（39.8％）、売店・コンビニ・自動販売機などで販売を行っている自治体は 100 団体（60.2％）であ

った（資料 2）。 
敷地内全面禁煙の 65 団体のうち、タバコの販売を行っている団体は 31 団体（47.7％）に対して、特

定屋外喫煙場所がある 101 団体のうちタバコの販売を行っている自治体は 69 団体（68.3％）で、統計的

に有意に高く（P<0.01）、特定屋外喫煙場所を残している自治体はタバコを販売する割合が高いことが分

かった（表 1）。 

 

表 1. 166 自治体の敷地内禁煙の実施状況と一般庁舎のタバコの販売状況（2022 年度） 

 
敷地内全面禁煙 31 ( 47.7% )  34 ( 52.3% )   65 

建物内禁煙 
（特定屋外喫煙場所あり） 69 ( 68.3% )  32 ( 31.7% )  

 
101 

計 100 ( 60.2% )  66 ( 39.8% )    166 
 

 
 
 

禁煙実施状況 
タバコの販売 

計 
あり なし 
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特定屋外喫煙場所を設置した場合の課題  
  
特定屋外喫煙場所を設置した場合（図 5）、その場所を中心として少なくとも半径 25 メートルで受動喫

煙が発生するため（図 6）、子どもや妊婦、過敏症の患者さん達も利用する自治体の敷地内に喫煙場所を

残すことは不適切であると考えられる 4)。  
 

 
   

 

図 6．屋外喫煙場所の風下で発生する「望まない受動喫煙」    
タバコの燃焼で発生する微小粒子状物質（PM2.5）濃度（㎍/㎥）で評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 5 ．某自治体が設置した屋外喫煙場所   
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屋外の開放式喫煙場所であったとしても、そこを清掃する作業者に職業的な受動喫煙が発生する（図

7）。議会棟・フロアの屋内に閉鎖式の喫煙室を残した場合、さらに高い濃度の受動喫煙が発生する。その

ため、一般の職場における対策について発出された「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

（令和元年 7 月 1 日 基発 0701 第 1 号）」では、清掃業者の保護についても記載している。実際、長崎県

諫早市では清掃業者の受動喫煙が問題となり、議会の喫煙室が撤去された 5）。  

 

図 7．特定屋外喫煙場所の清掃作業及び労働者のばく露状況  
  
  
改正健康増進法では、「屋外や家庭など」で喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮することが努力義務と

されている。また、基本的な考え方 2 では、「受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配

慮」とされている。実社会で問題となるのは子ども達の通学路と自宅である。  
図 8 は、ある小学校の前の道路を、朝の通勤通学時間帯に粉じん計とカメラの時計を一致させて往復

し、タバコの臭いがした方向を撮影した結果である。通学路での歩きタバコと路肩での喫煙を禁止しない

限り、子ども達の「望まない受動喫煙」を防止することはできない。調布市のように、学校に隣接する路

上をはじめ、市内の駅前広場やその周辺の路上、さらに公園も禁煙とする条例を施行することが望まし

い。  

 

図 8. 小学生の通学路、歩きタバコによる受動喫煙  
粉じん計とカメラの時計をシンクロ、臭いがした方向を撮影  
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さらに、隣家からの「望まない受動喫煙」は社会問題となっている。集合住宅のベランダでタバコを燃

焼させ、発生した微小粒子状物質（PM2.5）を、上のフロアと同じフロアの隣家のベランダおよび室内で

同時に測定した実験結果を示す（図 9）。PM2.5は、それぞれのベランダに拡散し、開いた窓から室内に流

入し、「望まない受動喫煙」が発生することが認められた 6）。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 .  集合住宅のベランダ喫煙による受動喫煙   


